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事業者   

基本設計 

基本設計で定める施設の計画、構造、

設備等について、「社会福祉施設及

び病院における夜間の防火管理体制

指導マニュアル」等に基づき、施設

内の各区画等の滞在可能時間（限界

時間）を設定

想定される最も避難が困難な入所の

状況及び最も職員配置が希薄な状況

において、避難上不利な場所で火災

が発生した場合における避難時間等

を計算 

滞在可能時間 ≧ 避難時間等 

ＮＯ 

見直し 

消防長又は消防署長 都道府県知事、指定都市市長

又は中核市市長 

見直し 

見直し 

適切な避難活動を行えば 

安全な避難が可能なことを示す資料

ＹＥＳ 

相談 

意見書 

意見書を認可等の申請書に添

付 
意見書 

設定等が適切か 
（※） 

意見書が適切か 

認可等 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

※消防長又は消防署長は、相談の状況に応じ、都道府県知事等に情報提供を行う。 

（参考）
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